
兵庫県後期高齢者医療広域連合告示第４号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２４３条の３

第１項及び兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況の作成及び公表に関する条例（平成１

９年条例第２２号）第２条第１項の規定に基づき、兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状

況を次のとおり公表する。

　　令和５年５月３０日

　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況

１　歳入歳出予算の執行の概況（令和５年３月３１日現在）

　　一般会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である令和５年５月３１日までは現金の受払いがあるため、令和４

  年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

0.0

合　　　計 1,983,774 193,036 0 2,176,810 1,095,565 50.3

予　備　費 3,000 0 0 3,000 0

60.9

総　務　費 1,979,492 193,036 0 2,172,528 1,094,784 50.4

議　会　費 1,282 0 0 1,282 781

区 　分
（款）

予　算　現　額
支出済額

執行率
（％）当初予算額 補正予算額 流･充用額 計

合　　　計 1,983,774 193,036 2,176,810 2,036,030 93.5

諸　収　入 101 0 101 23 22.8

繰　越　金 1 126,007 126,008 126,008 100.0

繰　入　金 34,888 0 34,888 34,888 100.0

国庫支出金 244,988 188,700 433,688 292,986 67.6

分担金及び負担金 1,703,796 △ 121,671 1,582,125 1,582,125 100.0

兵庫県後期高齢者医療広域連合長　　門　　康　彦

区　　分
（款）

予　算　現　額
収入済額

収入率
（％）当初予算額 補正予算額 計



　　後期高齢者医療特別会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である令和５年５月３１日までは現金の受払いがあるため、令和４

  年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

88.5合　　　計 811,991,108 31,294,899 0 843,286,007 746,304,212

66.8

予　備　費 10,000 0 0 10,000 0 0.0

諸支出金 188,942 31,261,696 0 31,450,638 21,011,295

1.5

公　債　費 1 0 0 1 0 0.0

保健事業費 2,485,433 33,203 0 2,518,636 38,861

89.6

特別高額医療費
722,258 0 0 722,258 455,136 63.0

共同事業拠出金

保険給付費 808,584,474 0 0 808,584,474 724,798,920

区 　分
（款）

予　算　現　額
支出済額

執行率
（％）当初予算額 補正予算額 流･充用額 計

合　　　計 811,991,108 31,294,899 843,286,007 788,402,625 93.5

諸　収　入 878,646 158,494 1,037,140 962,389 92.8

県財政安定化
1 0 1 0 0.0

基金借入金

繰　越　金 347,094 30,990,982 31,338,076 31,338,075 100.0

繰　入　金 9,829,401 0 9,829,401 9,829,400 100.0

特別高額医療費
394,509 0 394,509 438,785 111.2

共同事業交付金

支払基金交付金 327,682,875 0 327,682,875 295,475,420 90.2

県支出金 68,188,260 94,214 68,282,474 67,017,533 98.1

国庫支出金 255,688,246 51,209 255,739,455 249,031,985 97.4

市町支出金 148,982,076 0 148,982,076 134,309,038 90.2

区　　分
（款）

予　算　現　額
収入済額

収入率
（％）当初予算額 補正予算額 計



２　構成市町の負担金の状況（令和５年３月３１日現在）

一般会計（共通経費負担金）

丹 波 篠 山 市 15,457,220

合　　　計 1,582,125,000

三 田 市 28,963,251 香 美 町 9,292,202

加 西 市 15,909,607 新 温 泉 町 8,208,007

川 西 市 48,242,664 上 郡 町 8,237,677

小 野 市 16,175,352 佐 用 町 9,066,530

三 木 市 25,544,488 神 河 町 7,182,904

高 砂 市 26,607,302 太 子 町 12,118,915

西 脇 市 15,309,889 市 川 町 7,250,264

宝 塚 市 64,288,425 福 崎 町 8,756,390

加 古 川 市 69,678,147 稲 美 町 11,962,256

赤 穂 市 16,837,315 播 磨 町 12,527,586

相 生 市 12,388,245 猪 名 川 町 11,600,985

豊 岡 市 26,592,879 多 可 町 9,968,304

芦 屋 市 29,105,117 加 東 市 13,775,038

伊 丹 市 54,029,888 た つ の 市 23,645,601

西 宮 市 118,968,366 淡 路 市 17,029,999

洲 本 市 16,336,912 宍 粟 市 14,263,036

尼 崎 市 122,406,693 南 あ わ じ 市 17,167,356

明 石 市 78,920,905 朝 来 市 12,457,258

神 戸 市 396,214,006 養 父 市 10,975,960

姫 路 市 136,632,380 丹 波 市 22,029,681

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)



　　特別会計（保険料負担金）

合　　　計 71,823,139,638

加 西 市 534,943,037 新 温 泉 町 163,409,759

丹 波 篠 山 市 514,482,084

小 野 市 530,986,562 佐 用 町 216,654,205

三 田 市 1,206,721,011 香 美 町 238,142,434

高 砂 市 1,084,537,097 太 子 町 414,119,845

川 西 市 2,962,310,214 上 郡 町 214,083,814

宝 塚 市 3,913,371,118 福 崎 町 238,249,323

三 木 市 1,178,261,138 神 河 町 141,227,297

赤 穂 市 636,038,602 播 磨 町 410,249,995

西 脇 市 459,843,386 市 川 町 152,699,670

豊 岡 市 962,905,638 多 可 町 253,932,252

加 古 川 市 3,183,047,446 稲 美 町 421,198,745

伊 丹 市 2,626,308,892 た つ の 市 932,338,175

相 生 市 421,770,781 猪 名 川 町 466,261,679

洲 本 市 580,176,102 宍 粟 市 439,463,055

芦 屋 市 2,025,449,304 加 東 市 421,864,483

明 石 市 3,553,844,715 朝 来 市 369,930,394

西 宮 市 6,424,061,824 淡 路 市 567,731,027

姫 路 市 6,235,883,682 丹 波 市 785,522,380

尼 崎 市 5,176,707,346 南 あ わ じ 市 569,832,281

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 19,892,242,089 養 父 市 302,336,757



　　特別会計（保険基盤安定負担金）

丹 波 篠 山 市 145,633,084

合　　　計 15,310,228,543

三 田 市 219,528,416 香 美 町 70,875,378

加 西 市 155,006,889 新 温 泉 町 63,376,177

川 西 市 434,373,373 上 郡 町 57,663,774

小 野 市 146,919,395 佐 用 町 73,832,881

三 木 市 251,897,840 神 河 町 41,557,604

高 砂 市 240,031,442 太 子 町 75,410,622

西 脇 市 167,267,376 市 川 町 42,746,109

宝 塚 市 567,808,003 福 崎 町 51,130,784

加 古 川 市 668,612,519 稲 美 町 86,150,590

赤 穂 市 156,788,704 播 磨 町 90,084,639

相 生 市 113,771,369 猪 名 川 町 69,259,091

豊 岡 市 291,053,670 多 可 町 81,233,703

芦 屋 市 238,587,794 加 東 市 105,279,896

伊 丹 市 478,930,731 た つ の 市 223,175,906

西 宮 市 1,066,975,018 淡 路 市 200,540,387

洲 本 市 179,447,641 宍 粟 市 133,338,554

尼 崎 市 1,349,541,628 南 あ わ じ 市 184,523,767

明 石 市 790,596,970 朝 来 市 110,073,545

神 戸 市 4,129,780,379 養 父 市 100,688,433

姫 路 市 1,420,418,132 丹 波 市 236,316,330

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)



　　特別会計（療養給付費負担金）

  なお、市町負担金の合計金額は、令和５年３月３１日現在での調定額で計上している

ため、令和４年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

合　　　計 63,654,009,067

加 西 市 629,269,501 新 温 泉 町 216,225,480

丹 波 篠 山 市 566,970,389

小 野 市 580,330,552 佐 用 町 269,291,710

三 田 市 1,048,262,604 香 美 町 278,206,436

高 砂 市 985,936,106 太 子 町 341,750,533

川 西 市 2,127,427,106 上 郡 町 235,565,622

宝 塚 市 2,582,135,865 福 崎 町 188,703,124

三 木 市 1,057,240,384 神 河 町 154,190,939

赤 穂 市 706,687,075 播 磨 町 371,773,545

西 脇 市 586,476,736 市 川 町 161,298,809

豊 岡 市 961,503,567 多 可 町 334,375,026

加 古 川 市 2,713,382,866 稲 美 町 363,834,068

伊 丹 市 2,155,655,121 た つ の 市 912,287,929

相 生 市 470,317,692 猪 名 川 町 359,311,321

洲 本 市 651,202,796 宍 粟 市 511,322,416

芦 屋 市 1,073,663,928 加 東 市 457,230,540

明 石 市 3,244,174,266 朝 来 市 402,367,245

西 宮 市 4,712,960,014 淡 路 市 770,351,645

姫 路 市 5,372,919,988 丹 波 市 985,440,448

尼 崎 市 5,513,977,805 南 あ わ じ 市 748,683,742

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 17,484,830,056 養 父 市 366,474,072



３　財産及び一時借入金の現在高（令和５年３月３１日現在）

財産の現在高

　４　基　金

　　一時借入金の現在高

　　　令和５年３月末現在で一時借入金はありません。

４　財政の動向及び広域連合長の財政方針

21,054,845,254 後期高齢者医療給付費準備基金

　２　物品（重要物品） 該当なし

　３　債　権 該当なし

区　　分 現在高(円) 備　　考

　１　公有財産 該当なし

　令和４年度は、制度創設以来はじめてとなる窓口負担割合見直しが行われ、１０月１日

から負担区分「２割」が新設されました。また、オンライン資格確認やマインナンバー

カードの保険証利用、公金受取口座登録に伴う周知・広報など、国が行う制度見直しにつ

いて市町と連携した制度運営に取り組みました。

　医療給付等に必要な財源につきましては、被保険者からの保険料、現役世代からの支援

金及び公費を適切に確保して適正な財政運営を行っており、概ね予算どおりの執行となっ

ています。

　令和５年度は、第２期データヘルス計画の最終評価を踏まえ、令和６年度からの第３期

データヘルス計画を策定します。健康診査の確実な受診や歯科健診の受診者数増加を目指

し、市町へ必要な経費を補助するとともに、高齢者の保健事業及び介護予防との一体的な

実施をより一層推進します。また、レセプトや療養費支給申請書の点検等を通して、引き

続き医療費の適正化を図ります。

　次期保険料率改定に向けては、令和５年５月１９日に公布された「全世代対応型の持続

可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に則って保険

料率を定めることになりますが、順次改正される関係法令や国の制度改正に的確に対応

し、医療給付費等の各種必要数値を慎重に推計することにより、適正な保険料率を設定し

ます。

　今後、被保険者数、医療給付費ともにさらなる増加が見込まれますが、被保険者が安心

して医療を受けることができるよう、関係市町と連携・協力し、より一層安定的な財政運

営に努めてまいります。


